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「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の制定について 

 

  

歯科口腔保健の推進に関する法律（平成２３年法律第９５号）第１２条第１

項の規定に基づき、本日、「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」（以下「基

本的事項」という。）が別添のとおり告示され、同日から適用することとされた

ので通知する。貴職におかれては、御了知の上、貴管内市町村、関係団体及び

関係機関等に対する周知についてよろしく御配慮願いたい。 

 なお、同法第１３条第１項に都道府県の努力義務が規定されていることを踏

まえ、基本的事項においては、「都道府県及び市町村の歯科口腔保健の基本的事

項の策定に関する事項」についても規定されたので、念のため申し添える。 

 


